
 

１ 土地の利用に関する基本方向 

（１）土地利用の基本方向 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

                                 （３）土地利用の原則 

地 域 基  本  方  針  利用区分 基  本  方  向 

広 島 地域全体にわたる各種機能の強化と技術集積を生かした産業振興

など波及力のある中枢拠点性の向上を図る。 

都市部：都市機能高度化と都市交通網の整備等 

農山漁村：生産基盤の整備や生活環境の整備，地域資源を生かした

都市部との連携と交流を促進し，地域振興 

自然環境や２つの世界文化遺産を活用し，広域的な交流・集客拡大 

都 市 地 域 コンパクトな都市づくり，低・未利用地・空き家の有効活

用，自然的土地利用からの転換を抑制 

 市街化区域及び

用途地域 

低・未利用地の有効利用，安全性，快適性，利便性向上，

農地の計画的な保全と利用 

市街化調整区域 都市的な利用を避け，緑地等の保全を図る。 

そ の 他 低・未利用地の再利用，環境及び農林地の保全に留意 

備 後 産業拠点性を高め，都市間の機能分担と連携を進め，活力ある地域

とする。 

沿岸都市部：高次都市機能の強化等を図り，地域内交流の促進と都

市連携による一体的な発展 

農山漁村：生産基盤整備や生活環境の整備，地域環境を生かした沿

岸都市地域との連携・交流を進める。 

地域資源，自然環境を積極的に活用し，広域的な交流・集客拡大 

農 業 地 域 農用地の保全と有効利用，農用地の計画的確保・整備 

 農 用 地 区 域 農業基盤の整備を推進，他用途への転用は行わない。 

そ の 他 都市計画等との調整が整った場合は，計画を尊重 

森 林 地 域 森林の機能が発揮されるよう整備と保全を図る。 

 保 安 林 公益的機能の維持増進を図り，転用は行わない。 

備 北 

地域を支える定住人口の維持・確保とともに，東西・南北交流の結

節点として，広域的で自立的な生活圏を形成する。 

都市部への都市機能の集積，広域道路網の構築等を図る。 

農山村：荒廃農地の適切な利用，農林地の保全，地域の資源・環境

の保護等を総合的に進める。 

里山などの地域資源を活用し，都市と農山村地域の交流を進める。 

そ の 他 適正な管理，水源としての森林等の転用を避ける。 

自然公園地域 優れた自然の保護と観光資源としての活用を図る。 

 特別保護地区  景観の厳正な維持を図る。 

特 別 地 域 都市的利用，農業的利用等を行う開発は極力避ける。 

  普 通 地 域 風景地に支障を来たす土地利用は避ける。 

自然保全地域 将来に環境を継承するため積極的に保全を図る。 

 特 別 地 区 特定の自然環境の状況に対応した適正な保全を図る。 

  そ  の  他 土地の利用目的を変更しない。 

準都市計画区域 都市地域に準じる。 

 

２ ５地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針 

【重複地域の土地利用調整指導方針】 

 
五地域

区分 

都
市
地
域 

農
業
地
域 

森
林
地
域 

自
然
公
園

地
域 

自
然
保
全

地
域 

準
都
市
計

画
区
域 

五地

域区

分 

細区分 

用
途
地
域 

市
街
化
区
域 

調
整
地
域 

そ
の
他 

農
用
地 

そ
の
他 

保
安
林 

そ
の
他 

特
別
地
域 

普
通
地
域 

特
別
地
区 

普
通
地
区 

用
途
地
域 

そ
の
他 

都
市
地
域 

市街化区
域・用途地
域 

             

調整地域 ×             

その他 × ×            

農
業
地
域 

農用地 × ← ←           

その他 × 
① 

← 

② 

← 
×          

森
林
地
域 

保安林 × ← ← × ←         

その他 
③ 

↑ 

④ 

← 

④ 

← 

⑤ 

↑ 

⑥ 

↑ 
×        

自
然
公
園

地
域 

特別地域 × ← ← ← ← ○ ○       

普通地域 
⑦ 

← 
○ ○ ○ ○ ↑ ○ ×      

自
然
保
全

地
域 

特別地区 × ← ← ← ← ○ ○ × ×     

普通地区 × ○ ○ ○ ○ ↑ ○ × × ×    

準
都
市
計

画
区
域 

用途地域 × × × × × × 
③ 

← 
× 

⑦ 

↑ 
× ×   

その他 × × × ↑ 
② 

↑ 
× 

④ 

↑ 
× ○ × ○ ×  

【凡例】× 制度上又は実態上，一部の例外を除いて重複のないもの 
    ← 相互に重複している場合は，矢印方向の土地利用を優先する。 
    ○ 相互に重複している場合は，両地域が両立するよう調整を図る。 

① 土地利用の現況に留意し，農業上の利用との調整が整った場合には都市的     
土地利用を認める。 

    ② 土地利用の現況に留意し，農業地域の特性に応じた良好な生産及び生活環     
境の一体的な形成を進めながら都市的土地利用を認める。 

    ③ 原則として都市的土地利用を優先するが，緑地としての森林の保全に努める。 
    ④ 森林としての利用の現況に留意しつつ，森林としての利用との調整を図りな  

がら都市的な利用を認める。 
    ⑤ 原則として農用地としての利用を優先するものとするが，農業上の利用との      

調整を図りながら森林としての利用を認める。 
    ⑥ 土地利用の現況に留意し，農業地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境  

の一体的な形成を進めながら，森林としての利用を認める。 
    ⑦ 自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら都市的土   

地利用を図る。 
 

３ その他の必要な措置 

  ①計画の効果的な推進 ②多様な主体の参画による県土管理の取組の推進 

イ 地域の区分 

地 域 基  本  方  針 

広 島 

中枢拠点性の向上，高次都市機能の強化，広域・国際交流
圏を牽引する拠点的な生活圏形成，農林水産業の生産基盤
の整備や生活環境の整備，地域振興の促進，太田川流域の
土地利用を踏まえた防災・減災対策の取組，世界遺産を活
用した交流の拡大 等 

備 後 

福山中核都市圏として高次都市機能の強化・産業の高度
化，農林水産業の生産基盤の整備や生活環境の整備，地域
振興の促進，芦田川流域の土地利用を踏まえた防災・減災
対策の取組，地域資源の活用による広域交流の拡大 等 

備 北 

都市部への機能集積，交流人口の定着・拡大，新たな担い
手確保，荒廃農地の適切な利用，農林業の基盤整備，農林
地の保全，地域の資源・環境の保護，江の川流域の土地利
用を踏まえた防災・減災対策の取組，里山などの地域資源
の活用による交流 等 

 

（２）地域別の土地利用の基本方針 

ア 地域類型別の土地利用 

都    市 
都市機能の確保・向上，都市の集約化，土地利用
の高度化，環境負荷の軽減，災害に強い都市構造
を形成 等 

農 山 漁 村 
生活基盤の整備，中山間地域の「強み」を生かす
取組，「小さな拠点」の形成，農林業の振興，都市
との共生・対流,沿岸域の保全・再生 等 

自然維持地域 
原生的な自然環境の保全・再生・適正な管理の下
での利用，自然とのふれあいの場として適正な利
用 等 

 

適切な県土管理の実現  
◆都市機能や居住を中心部や生活拠点等に集
約，低・未利用地を有効活用 

◆農業の担い手への農地の集積・集約，荒廃農
地の発生抑制 

◆県土保全等に重要な役割を果たす森林の整
備・保全  等 

安全・安心の実現 
 

◆地域の実情等を踏まえ災害リスクの高い地域
の土地利用を適切に制限 

◆河川流域間の連携 

◆重要な役割を果たす諸機能の適正な配置，交
通，ライフライン等の代替性の確保 等 

自然環境・美しい景観の保全・再生・活用 
  
◆優れた自然条件を有している地域等を核とし
た生態系ネットワークの形成 

◆自然環境の有する多様な機能を活用したグリ
ーンインフラ等の取組の推進 

◆地域の個性ある景観の保全・再生・創出 等 

土 地 利 用 に 関 す る 基 本 方 向 土地利用の調整に関する事項 

広 島 県 土 地 利 用 基 本 計 画 の 概 要 
 

【土地利用基本計画の趣旨：国土利用計画法に基づく土地取引規制に関する措置，土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するにあたっての基本となる計画】 

４ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画   

計画名 事業目的 規模 位置 計画主体 事業主体 

県民公園整備計画 県民公園整備事業 63ha 世羅町 県 県 

 

 

本格的な人口減少社会における県土の適
切な管理のあり方を構築 
 

◆人口減少下においては，都市的土地需要のみな
らず，全体として土地需要が減少し，県土の利
用と管理が縮小するおそれ 

持続可能で豊かな生活の基盤として，自
然が持つ多様な機能を活用 
 
◆自然環境の悪化により，生態系のもつ食料・水
の供給などの生態系サービスを維持できない
おそれ 

巨大災害等に対応するため，安全を優先
的に考慮する土地利用へ転換 
 

◆東日本大震災や集中豪雨等の経験から居住地
や公共施設の立地等，土地利用面の安全の重要
性を認識 

人口減少，高齢化，財政制約等が進行する中，基本方針を効率的に実現するには，以下のような考え方が重要 

①複合的な施策の推進と県土の選択的な利用         ②多様な主体の参画による県土管理 
 ・自然と調和した防災・減災の促進など複合的な効果をもたらす     ・地域主体の取組を促進し，県民一人ひとりが県土に関心を持ち，県民 
 ・土地の履歴や特性を踏まえ，最適な土地利用の選択           の参画による県土管理を進めていくことが一層重要 
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県土の安全性を高め，持続可能で豊かな県土を形成する土地利用 
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